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1．はじめに 

株式会社商船三井（以下，本稿では商船三井と略称する。）が北極海航路（Northern Sea 
Route）に 3 隻の「砕氷 LNG タンカー」を配船しているiことは，周知の事実である。こ
のことが，⽇本企業による北極海航路の利⽤といえるのだろうか？ そして，そのことが
「⽇本」の北極におけるプレゼンスを⽰しているとすれば，それはどういう意味で，その
ように⾔えるのだろうか。以下，本稿において考察する。 
 
2．輸送契約 

商船三井が獲得した輸送契約は，Yamal LNG 社（LNG を開発・⽣産・販売するロシア
企業）を⽤船者とし，商船三井を船主とする定期砕氷 LNG タンカーに関する⽤船契約で
ある。定期⽤船契約であるから，商船三井は，船に法定の船員を配乗し，堪航性を常に維
持させて，いつでも⽤船者の航海指⽰に従って，航海できる状態にして，⽤船者に船を提
供する契約上の義務を持つ。その役務の対価として，⽤船者である Yamal LNG 社から⽤
船料を収受することによって，利益を獲得していく。 
 したがって，⽤船契約における船主である商船三井は，⽤船契約における⽤船者である
Yamal LNG 社に「提供する船」を「⽤意」しなければならないし，船員を船に配乗しなけ
ればならない。⽤意というのは，所有していなければならないということではなく，第三
者から⽤船して対処しても差し⽀えはないということである。 
 なお，この輸送契約においては，あくまでも LNG を輸出するロシア企業である Yamal 
LNG 社が⽤船者として，関係船に直接（商船三井を経由しないで），航海指⽰（貨物の揚
げ積み・航海を下すのである。 

だから，例えば，⽇本の電⼒会社やガス会社が，Yamal LNG 社から LNG を購⼊（その
LNG の購⼊代⾦には，輸送費分が含まれている。）し，船に，Yamal LNG 社が，その売買
契約に基づく LNG を船に Sabetta 港で積み込み，その LNG を乗せた船が⽇本に向かった
としても，それは，あくまでも Yamal LNG 社の航海指⽰に基づく航海である。 
 
3．船をどう⽤意したのか 
（1）船の登録上の船主は誰か？ 
 商船三井は，船を⽤意するにあたり，船舶所有（だけ）を⽬的とする外国⼦会社を，



 

 

China COSCO Shipping 社（中国遠洋海運集団公司）と折半の合弁で設⽴しているii。した
がって，⽤船者である Yamal LNG 社に対する契約責任としての船の提供を，商船三井
は，⼦会社から船を定期⽤船して果たすということである。⼦会社とはいえ，定期⽤船す
るのであるから，親会社である商船三井は，この⼦会社に適切な⽤船料を⽀払う。 

このプロジェクトに関係して，商船三井が定期⽤船契約を獲得した船は以下の 4 隻であ
る（図表−1）iii。 

 
そのいずれもが，⾹港船籍であるから，商船三井と China COSCO Shipping 社（中国遠

洋海運集団公司）が設⽴した船舶保有会社は，⾹港法⼈ということになる。名義上は，こ
の⾹港法⼈が，造船会社に船を発注するiv。 

⽇本の海運会社が⾹港船籍を選択することは，不⾃然なことではない。船主と関係する
者（⾦融機関・⽤船者）が経済的に 2 種類の便益を受けることが出来るからであるv。 

1 つには，船舶建造資⾦の融資を実⾏する⾦融機関にとっての便宜である。⾹港船籍と
いうことであるから，⾦融機関が担保物としての船舶に設定する抵当権viに関して，判例が
既に豊富に存在する英国法の系統の法令が適⽤されるから，⾦融機関及び海事弁護⼠に予
⾒可能性を与え，これが実務上，便利だからである。今 1 つは，船の⽤船者…運航管理者
（この場合は，Yamal LNG 社）にとっての便宜である。船の⽤船者，船を船主から定期⽤
船して，船を具体的な航海に就航させるとき，どこの港に⼊港させようと，それは⽤船者
の⾃由であるが，港費（⼊港に伴って⽣じる経費）や燃料費は，⽤船者が負担する。これ
はレンタカーを借りた⼈が，ガソリン代や⾼速道路の料⾦を負担し，レンタカー会社が負
担しないことと同じである。 

⾹港船籍の船は，中国本⼟との港に⼊港するときに，中国籍船と同等の扱いを受けて港
費の料⾦で優遇を受けるvii。このヤマル LNG のプロジェクトで⽣産される LNG は，かな
りの量が中国に輸送される。中国本⼟での港費に優遇をうけることは⽤船者にとっては経
済的にメリットがある。船籍の選択は船主の事項だが，⽤船者の利益を考慮することは，
船主として⾃然なことである。 
 なお，いうまでもないことだが，⾹港船籍ということであるから，船に対する外交保護
権は，中国本⼟政府が⾏使し，船に対する⾏政権は，⾹港政府が⾏使する事を意味する。 
 ところで，折半合弁企業が，船を所有しているということは，実質的には，合弁企業の
株主 2 社が船を折半して共有していることに，経済的には等しい。どうしてこのようなこ

図表1．商船三井のYamal LNG向けLNG砕氷タンカー
船名 竣⼯ 建造造船所 船籍
Vladimir Rusanov 2018年 ⼤宇造船海洋（韓国） ⾹港
Vladimir Vise 2018年 ⼤宇造船海洋（韓国） ⾹港
Nikolay Urvantsev 2019年 ⼤宇造船海洋（韓国） ⾹港
オンライン船舶データベースVessel Finderを⽤いて作製



 

 

とをするのか？ それは，商船三井からすれば，⾼額な船舶を購⼊するという投資リスク
を分散し，資⾦繰りの負担を軽減したものと，推測出来る。 

なぜならば，この 4 隻は，ロシア船級協会の定義するアイスクラス Arc-7 の砕氷能⼒，
冬季の海氷を砕氷する能⼒を持つ。したがって，輸送能⼒の等しい標準的な LNG タンカ
ーとの⽐較で，船価が 2 倍程度になると考えられているからである。しかも，この船は，
氷海…北極海以外では，運賃競争⼒を有しないことは明らかである。砕氷能⼒を持つとい
うことは，それだけ船体重量が重くなり，通常海域では，同じ速⼒を実現するには，燃料
消費量が多くなるからである。要するに，北極海だけしか使えない特殊な船への投資であ
り，プロジェクトがうまくいかなかった場合，他のプロジェクトへの転⽤が困難な船への
投資だからである。  
 
（2）船の所有関係が意味するところ 
1）船員の配乗…船舶管理 
 ⾹港法⼈の船舶保有会社は，本来的には，船主として船員を船に配乗し，船員をして船
の保守整備を励⾏せしめなければならない。しかし，船舶管理会社として，商船三井を起
⽤する事が，商船三井⾃⾝によって公表されているviii。もっとも，商船三井は，欧州の⽤
船者に定期⽤船に出している LNG 船の船舶管理は，商船三井の設⽴した英国⼦会社であ
る船舶管理会社 MOL LNG Transport (Europe) Limited 社ixに委ねることが，知られてお
り，このヤマル LNG プロジェクト関連の船の船舶管理も，この英国法⼈が担うことが報
道されているx。欧州（ヨーロッパロシアを含む）の⽤船者に，英国の船舶管理会社が対応
することは，時差を考えれば，⽇本の船舶管理会社が対応するよりも，⽤船者にとっては
都合が良い。このプロジェクトに限って⾔えば，英国法⼈の船舶管理会社を起⽤すること
は，顧客満⾜を考える経営判断としては，筋が通っている。 
 ゆえに，この英国企業が船員を雇⽤し，船に配乗し，保守整備を励⾏していることにな
る。もし，商船三井が雇⽤する⽇本⼈船員が，これら 3 隻に配乗される場合は，商船三井
から MOL LNG Transport (Europe) Limited 社に出向するという形態がとられると推測さ
れる。 
 
2）船費の負担 
 船舶保有⼦会社は，「船を所有することによって⽣じる経費（『船費』）」を負担する。船
費とは，船舶管理費（船員費・修繕費・⼊渠費・潤滑油費・保険料・船⽤品費・通信費）
である直接船費と，間接船費（減価償却費・⾦利）である。この船費は，親会社の⼀つ
（商船三井）からの定期⽤船料で賄われ損益は，株主である 2 社（商船三井と中国遠洋海
運集団公司）が折半することになる。利益がでれば，2 株主に折半され配当されることに
なろう。 

この関係を踏まえた収益構造について，模式図として現わしたのが図表 2 である。 



 

 

 
 
（3）船は，どこの造船所が建造したのか？ 
 3 隻の船を建造したのは韓国の⼤宇造船海洋（Daewoo Shipbuilding ＆ Marine 
Engineering Co., Ltd.）xiである。 
 造船会社に船の建造を発注し，建造契約の主体となるのは船主である。しかし，液化天
然ガスの開発プロジェクトにおいては，造船所を選定する主体は，船主ではなくプロジェ
クトの主体であるという事例が多くなっている。 
 まず，プロジェクトの主体は，プロジェクトに必要⼗分な隻数の LNG タンカー（全て
同型船）を確保するという観点から，プロジェクト主体が，まず造船会社選定の国際⼊札
を⾏って，特定の造船所の船台をプロジェクトが確保する。次に，プロジェクトの主体
が，国際⼊札で起⽤船社を選定する。そして，起⽤船社は，プロジェクトの主体が指定し
た造船所と建造契約を結ぶのである。 
 因みに，LNG 船の建造に於いて，⽇本の造船所が，⽇本の電⼒・ガス会社が⽤船者と
なるような案件以外では，ほとんど建造契約を結べなくなったのは，船主ではなく，この
ような液化天然ガスの開発プロジェクト主体が，造船所を選定するようになった，という
事情もある。 

それは 1 つには，⽇本の造船所は，⽣産⼒が⼩さく，プロジェクトの主体が必要とする
⼤量の船隊の全てを短納期で建造する能⼒がないからであるxii。2 つには，⽇本の造船所
は，LNG タンカーに搭載するタンクの形状について，⼀部の例外的な造船所を除くと，
基本的には技術の観点からモス型に固執する。しかし，⽇本以外の⽤船者は，メンブレン
型のタンクの搭載された船を望む。その⽅が，同⼀の輸送能⼒の船でも，各港で⽀払を求
められる港費が割安になるからである。 
 造船会社の選択ということについても，そこには経済合理性が働いている。 

図表2．Yamal LNGプロジェクトに関する運送の収益構造
1） 商船三井が，⽤船者Yamal LNG 社から受けとる⽤船料

2） 商船三井が，船舶を所有する合弁会社に⽀払う 利潤①
⽤船料

3） 船舶を所有する⼦会社が⽀出する船費 利潤②
（商船三井と中国遠洋海運が折半で負担）
（筆者による推定）

1）〜3）の⻑⽅形の横の⻑さの違いは，⾦額の⼤⼩を表す。
利潤①は，商船三井の営業利益となる。
利潤②は，配当されるなら，株主2社が折半。



 

 

 
4．考察 
 ここまでの話を整理する。商船三井による 3 隻の砕氷 LNG タンカーの北極海航路への
配船においては，以下の事実が認められるか，推測出来る。 
 
（1）ロシア企業から国際競争⼊札の結果，⽇本企業が受注した運送契約が，この輸送の
基礎にある。しかし，ロシア企業が船舶を運航管理している。それゆえ，その航海指⽰
は，船舶に対して，直接，ロシア企業から下る。 

したがって，⽇本の海運会社が運航管理していない船であるから，⽇本商船隊に含まれ
ない。 
 
（2）船舶の船籍は⾹港であり，船舶の所有者は⾹港法⼈である。⾹港法⼈の株主の 1 社
（持ち分 50％）は，中国本⼟の国営企業である。もう 1 社（持ち分 50％）の株主が⽇本  

企業である。船舶に対する外交保護権は，中国本⼟政府が⾏使し，船舶に対する⾏政権
は，⾹港政府が⾏使する。⾹港船籍の選択は，経済合理性に基づく。また，船舶の保有を
他社との合弁企業としたことも，経済合理性に基づいている。 
 
（3）船舶管理は，英国法⼈によって⾏われる。ただし，この英国法⼈の最終的な親会社
が⽇本企業で，100％資本⽀配されていると⾒られる。 
 
（4）船員は，（2）の英国法⼈である船舶管理会社が配乗した船員である。船員の国籍が
⽇本かどうかは，わからない。然し，船員の教育・育成は，商船三井の有する知⾒・経験
が⼤きい。 
 
（5）関係する船舶による⽇本向けの LNG 輸送は，⽇本の電⼒会社・ガス会社が，Yamal 
LNG 社から LNG を購⼊すれば，その限りにおいて実現する。 
 

以上（1）から（5）までの話は，全て経済合理性が貫徹されており，そこに政治性を⾒
いだすことはできない。 
 それでは，このようなプロジェクトに，⽇本政府が，北極海において，関与出来る余地
があるか，と問われると，それはほとんどないということになろう。 

しからば，このプロジェクトは，⽇本の⺠間企業としての商船三井は，少なくとも海事
社会からは，どう評価されるか？といわれれば，極めて⾼い威信を世界の海事社会に与え
ていることは，間違いない。環境の脆弱な北極海の氷海において安全運航を積み重ねてい
るからである。その安全運航の担い⼿は，船員であり，その船員は，船舶管理会社が雇⽤
している。船舶管理会社は英国法⼈であるかもしれないが，それは営業上の便宜でそうな



 

 

っているのであって，実質的には，その船舶管理能⼒は，商船三井本体の海技者・船舶技
術者が培ったものなのだ。しかも，このプロジェクトにて⽤船契約を獲得したのは，商船
三井を含めて，世界にたった 3 社しかいないのだから！ 

さて，⽇本社会への海洋世論の形成という点では，このような企業のダイナミックな世
界での活動の実態を，法学教育・経営学教育の場で，事例として呈⽰することが，広く学
⽣の関⼼を喚起するという意味で，有益であると筆者は愚考する。 

了 
 

i ヤマル半島の Sabetta 港から出荷される LNG は，アジア⽅⾯に出荷される場合は，砕氷
LNG タンカーで最終⽬的地まで運ばれるが，欧州⽅⾯に出荷される場合は，ムルマンス
ク近郊もしくは，ノルウェー北部沖で，「砕氷能⼒を持たない『通常の LNG タンカー』」
に積み替えられて運ばれる。 
 商船三井は，この「通常の LNG タンカー」についても Yamal LNG 社から 4 隻の⽤船
契約を獲得している。その 4 隻を建造した造船所は，滬東中華造船(集団）有限公司（上
海，Hudong-Zhonghua Shipbuilding (Group) Co., Ltd）であった。 
 欧州⽅⾯に出荷される場合，砕氷 LNG タンカーで最終⽬的地まで直⾏しない理由は，
北極海でもバレンツ海は，暖流であるメキシコ湾流（北⼤⻄洋海流）が注ぎ込んで，⼀年
中凍ることがないからである。それは，更には貴重な砕氷能⼒を持つ船は，氷海で集中的
に使いたいがためである。 
ii https://www.mol.co.jp/pr/2018/18022.html 株式会社商船三井のウェブサイト（2022 年
1 ⽉ 22 ⽇アクセス） 
iii https://www.mol.co.jp/pr/2017/17053.html 株式会社商船三井のウェブサイト（2022 年
1 ⽉ 22 ⽇アクセス） 
iv 造船会社が，実態のない船舶所有⼦会社から発注をうけることについて，船の代⾦⽀払
に不安を感じるのであれば，親会社に連帯保証させればよいだけであるし，それが造船契
約ではごく普通のことである。 
v 松井孝之「急増する⾹港船籍船に関する実務的検討」マリタックス法律事務所のウェブ
サイト，執筆年不詳）http://marinelaw.jp/j/jml/hk_0609.html（2022 年 1 ⽉ 22 ⽇アクセ
ス） 
vi ⽇本船籍を選ぶと，船舶に設定する抵当権に対して⾼額の登録免許税が発⽣する。した
がって，船舶を担保に⾦融機関から融資をうける場合，船主は，経済的理由で，⽇本籍船
を選ばない。 
vii 中国本⼟の港における港費に関して⼆国間協定に基づいて優遇をうけることができる船
籍にリベリア船籍がある。https://www.liscr.com/ChinaAgreement（リベリア船籍登録に
関する事務処理を⾏う法⼈，Liberian International Ship & Corporate Registry (LISCR, 
LLC)のウェブサイト，（2022 年 1 ⽉ 23 ⽇アクセス）。 
viii https://www.mol.co.jp/pr/2018/18022.html 



 

 

 
ix 商船三井の有価証券報告書における，連結⼦会社・持ち分法適⽤関連会社の⼀覧表には
名前が⾒当たらないから，直接資本⽀配するのではなく，この会社と商船三井との間に中
間持株会社的な企業が存在する可能性がある。 
x 海事プレス誌 2017 年 10 ⽉ 3 ⽇。 
xi https://www.mol.co.jp/pr/2014/14042.html 
xii もちろん，このことに対して，⽇本の造船所が，全く無策だったわけではない。三菱重
⼯業株式会社（当時。現在の商号は，三菱造船株式会社）と今治造船会社は，2013 年 4 ⽉
に，株式会社 MILNG カンパニーを設⽴した。LNG 船の販売と建造においては，両者が
統合し，⽣産⼒を⼤きくするためである。https://mi-lng.co.jp/ そして現実に，海外案件
の受注に成功している。 


